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２０２５年安全報告書 
 

１．輸送の安全を確保するための事業の運営の基本的な方針に関する事項  

【企業理念】 

弊社は 、東京 都東 京ヘ リポー トを本 拠地 とし 、ヘリ コプタ ーを 運航 して事 業を行 って おり

ます。 主な事 業は 、航 空運送 事業の 遊覧 飛行 や航空 機使用 事業 の操 縦教育 訓練及 び空 撮等 で

す。私 共はそ れぞ れの 事業に おいて 、そ の目 的を達 成し安 全に 飛行 を終了 し、各 クラ イア ン

トのニ ーズに 応え るこ とを喜 びとし てお りま す。し かしな がら 、ニ ーズに 応えよ うと して も

空中に 浮いて いる 以上 は、安 全に飛 行し 安全 にその 飛行を 終了 しな くては 何の意 味も あり ま

せん。 そのた めに 私共 は、安 全運航 のた めに 努力を 惜しま ない とい う精神 で日々 ヘリ コプ タ

ーを運 航して おり ます 。創業 以来の 無事 故運 航をこ れから も継 続し ていく ために 、飛 行前 に

おいて 飛行の 準備 や航 空機の 整備状 況や 飛行 前点検 を入念 に行 うこ とはも とより 、飛 行中 も

気象状 態や航 空交 通に ついて もでき る限 り分 析して 不安全 の要 因と なる事 項を把 握し 、安 全

快適に 飛行を 終え るよ うに心 掛けて おり ます 。私共 のこの よう な安 全運航 に対す る考 え方 や

取組み 姿勢は 、操 縦教 育訓練 の場に おい ても 発揮さ れ、安 全で 質の 高い操 縦士の 育成 にも 役

立って おりま す。 航空 輸送の 未来は 安全 の確 保無し に語る こと はで きず、 またそ れを 怠っ て

いては 夢も発 展も あり ません 。私共 は、 いつ でもお 客様が 安全 快適 に利用 できる 質の 高い ヘ

リコプ ターの 運航 を行 うこと のでき る企 業を 目指し て社員 一丸 とな って日 々地道 な努 力を 積

み重ね ていく 所存 です 。 

 

【安全方針】 

安全は 、会社 が遂 行す る全活 動を通 じて 最優 先の事 項であ る。 従っ て、航 空機の 運航 に際

しては 最高レ ベル の安 全が維 持でき るよ う適 切な安 全管理 シス テム を維持 すると とも に、 改

善すべ き事項 は速 やか に改善 して安 全の 確保 に努め るもの とす る。 同様に 、安全 が最 優先 事

項であるということを社⻑以下全ての社員が認識し、会社の安全⽂化を確実に醸成していく

ための 努力を 続け てい くもの とする 。  

 

【コミットメント】 

1. 私 達 の最 大 の 関 心 は お 客 様 と社 員 の 安 全 で あ り 、 安全 は 経 営 の 基 盤 と い う信 念 を 持 って

います 。  

2. 私達は、社⻑を始めとして会社経営部⾨の社員から運航・整備部⾨の社員に⾄るまで、

航空機 の運航 の安 全と 職場の 安全に 対す る責 任があ ると確 信し てい ます。  

3. 私 達 は、 安 全 文 化 を 醸 成 す るた め の 取 組 目 標 を 掲 げ、 全 員 が こ の 目 標 を 理解 し 、 受 け入

れるよ う、コ ミュ ニケ ーショ ン及び モチ ベー ション を高め る体 制を 整えま す。  

4. 私 達 は、 全 て の 安 全 に 対 す る情 報 を 関 係 者 全 員 で 共有 す る こ と が 重 要 と 考え 、 全 て の社

員が安 全に対 する 重要 な危険 要因や 懸念 を報 告する ことを 奨励 しま す。  

5. 私 達 は、 全 て の 社 員 が 安 全 に関 す る 危 険 要 因 や 懸 念を 安 全 統 括 管 理 者 に 報告 す る こ とに

対し、 懲罰的 な措 置を 取らな いこと を誓 いま す。  
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２．輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項  

（１）安全確保に関する組織及び人員に関する事項 

ａ 全体及び安全確保に関する組織の組織図 

 

ｂ  各組織の機能・役割の概要 

(a) 社長 

  安全を維 持する た めに、安全 管理体 制を 定期的 に見直 し、絶え ず改善 します 。安

全 統 括 管 理 者 の 意 見 を 尊 重 し 、 安 全 推 進 に 必 要 な 資 源 （ 予 算 や 人 材 な ど ） を 確 保

し、優 先的に 投資 しま す。  

(b) 安全対策室 

会社の 安全を 管理 する うえで 必要な 情報 の収 集、技 術的分 析、 措置 の判断 、決

定及び 見直し など を行 う部門 として 「安 全対 策室」 を設置 して いま す。安 全対策

室⻑は安全統括管理者として会社の安全管理体制を統括し、安全を推進する各組

織の要 として 機能 して います 。また 、社 内の 安全管 理体制 をよ り強 固なも のとし

ていくために、社⻑及び安全統括管理者を中⼼として各部⾨の安全推進責任者と

ともに 安全管 理体 制の 維持及 び安全 品質 の向 上に努 めてい ます 。  

(c) 運航部 

    操縦 士と 運航 管理担 当者に よっ て航 空機を 運航す る部 門で 、創業 以来無 事故 運

航を続 けてい ます 。  

(d) 整備部 

    整備 士に よっ て航空 機の管 理及 び点 検整備 を行う 部門 で、 整備課 と整備 管理 課

によっ て航空 機の 安全 性を確 保し続 けて いま す。  

(e) 業務部 

    遊覧 飛行 、操 縦訓練 、空撮 等の 様々 な飛行 依頼に 対し 、お 客様の ご希望 に沿 っ

たサー ビスが 提供 でき るよう お客様 に直 接対 応する 部門で す。  

(f) 総務部 

    主に 会社 の庶 務に関 する事 務を 行っ ている 部門で す。  

 

 

安全対 策室  

取 締 役 会 

業 務  部  運 航  部  整 備  部  総 務  部  

社  ⻑  

会  ⻑  



ＮＮＦＦＳＳ                                                                          NNIIHHOONN  FFLLIIGGHHTTSSAAFFEETTYY  

 ３

ｃ 各組織における人員数等 

(a) 運航 部５名   機⻑資格保有者 4 名  

運航管 理担当 者資 格保 有者 4 名  

技能審 査担当 操縦 士資 格保有 者１名  

(b) 整備部 3 名   確 認整備 士資格 保有 者 2 名 

(c) 業務 部 2 名   

(d) 総務部 2 名 

 

（２）日常運航の支援体制 

ａ 航空機乗組員、客室 乗務員、整備従事者 及び運航管理者に係る定期 訓練及び審査の内容  

航空 機乗 組員 に 対し て は、 運航 規程 に 基づ き 年１ 回の 定期 訓 練及 び 定期 審査 を実

施し てい ます 。 運航 管 理担 当者 に対 し ては 、 運航 規程 に基 づ き２ 年 に１ 回の 定期 審

査を 実施 して い ます 。 確認 整備 士に 対 して は 、整 備規 程に 基 づき 年 １回 の定 期訓 練

と審査 を実施 して いま す。  

 

ｂ  日常運航における問題点の把握とその共有、現場へのフィードバックの体制 

   日常の 運航 で生 じた安 全上の 問題 点は 、安全 統括管 理者 との 協議又 は安全 推進 ミ

ーティ ングに おい て是 正措置 を決定 し実 行し ます。 是正措 置の 内容 は掲示 物等で 社

⻑以下全ての社員に周知することにしています。  

 

ｃ 安全に関する社内啓発活動等の取り組み 

安全統 括管理 者は 、各 部門の 安全推 進責 任者 からの 報告を 待つ だけ でなく 、適宜

現 場 の 状 況 を 確 認 し て 航 空 機 の 安 全 運 航 に 問 題 と な る 事 象 が 発 生 し て い な い か 早

期 に 発 見 す る よ う に し て い ま す 。「 Ｐ Ｉ 、 ヒ ヤ リ ハ ッ ト 、 疲 労 、 飲 酒 に 関 す る 報 告

書」に よって 得ら れる 情報か らリス ク管 理を 行って 不安全 要素 を取 り除く 取組み を

行 い 、 安 全 意 識 の 向 上 に 役 立 つ 情 報 を 回 覧 す る と と も に 、「 整 備 ニ ュ ー ス 」 又 は 掲

示物等 で周知 し、 安全 意識の 高揚に 努め てい ます。  

安全の 確保は 、私 達社 員一人 一人の 安全 意識 を高い 状態に 維持 する ことが 基本だ

という 考えで 取り 組ん でいま す。そ のた め、 社員一 人一人 が航 空機 を安全 に運航 す

るため の重要 なエ レメ ント（ 要素） であ ると いう認 識を持 って 、そ れぞれ の持ち 場

で責任 をもっ て業 務を 遂行し ていま す。  
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（３）使用している航空機に関する情報 

   2025 年 9 月 30 日 現在、 回転翼 航空 機（ ヘリコ プター ）７ 機を 使用し ていま す。  

航空機 の型式  機数  座席数  
年間平 均飛行

時間（ ｈ/機 ）  

導入開 始時期

（年）  

平均機 齢

（年）  

ロビン ソン式  

Ｒ６６ 型  
１ ４ 76 2016 ９ 

ロビン ソン式  

Ｒ４４ 型  
2 ３ 57 2007 16 

ロビン ソン式  

Ｒ２２ 型  
4 １ 230 2007 12 

全体平 均機齢  13 

・座席数は、機⻑席を除いた席数です。  

・航空法施 行規則 第 150 条 に基づ き、搭乗 者の安 全を確 保す るた め救命 胴衣等 の救

急用具 を装備 して いま す。  

 

《航空機の機齢について》 

国 土 交 通 省 航 空 局 に 承 認 さ れ た 整 備 規 程 に 基 づ い て 適 切 に 整 備 を 行 い 、 ま た、

メーカ ーの規 定さ れた 時間に 基づき オー バー ホール を行っ てい るた め、航 空機の

機齢は 毎年増 えて おり ますが 、安全 性は 維持 されて います 。航 空機 に使用 される

部品は 、定め られ た使 用時間 で交換 又は オー バーホ ールさ れて 取り 付けら れ、機

体ごと に毎年 国の 検査 （耐空 検査） に合 格で きるよ うに整 備さ れて います 。航空

機が飛 行を行 う前 には 、日常 点検者 によ るグ ランド ラン（ 試運 転） が行わ れ、安

全に飛 行でき る状 態で あるこ とを確 認し てい ます。  

 

（４）運航状況に関する情報 

《航空運送事業》 

 使用 航空機  ：ロ ビ ンソン 式Ｒ４ ４型 及び Ｒ６６ 型  

業務内 容  年間飛 行時間  乗客数  

遊 覧 飛 行 ２８４ ：３４  ２９１ １人  

2024 年 10 月 以降遊 覧 飛行は 休止し てお りま す。  

 

《航空機使用事業》 

 使用 航空機  ：ロ ビ ンソン 式Ｒ２ ２型 、Ｒ ４４型 及びＲ ６６ 型  

業務内 容  年間飛 行時間  

操 縦 訓 練 １３１ ６：１ ０  

空撮そ の他  １２７ ：５５  
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３．法第１１１の４の規定に基づく報告に関する事項【航空運送事業に係るもの】 

種  類  ２０２ ２年度  ２０２ ３年度  

２０２ ４年度  

(2024.4〜

2025.9) 

航空事 故  ０件  ０件  ０件  

重大イ ンシデ ント  ０件  ０件  ０件  

安全上 のトラ ブル  ０件  ０件  ０件  

 

《用語の大意》 

 航空事故       ：航空機の墜落や航空機による人の死傷を伴うような事故 

   重大インシデント  ：航空事故になるおそれがあった事態 

 安全上のトラブル  ：上記以外で航空機の正常な運航に支障を来すような事態 

 

４．輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置に関する事項 

（１）航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態の再発防止のために講じた措置又は講じ

ようとする措置 

   2024 年 4 月 か ら 2025 年 9 月 につ い てはあ りませ んで した 。 

 

（２）国から受けた事業 改善命令、厳重注意その他の文書による行政処分又は行政指導を受 けた

場合には、これに関して講じた措置又は講じようとする措置 

   2024 年 4 月 か ら 2025 年 9 月 につ い てはあ りませ んで した 。 

 

（３）情報の伝達及び共有 

当社の 運航に 関わ る安 全情報 を逐次 収集 し、メール や毎月 の安 全ミ ーティ ングで 共有

してい ます。  

 

（４）事故等の防止対策、事故等の発生時の対応及び災害への備え 

緊急時 の対応 につ いて は、運航 規程の ほか 緊 急事態 処理要 領に 定め ていま す 。災害 時

の対応 につい ては 、災 害発生 時の対 処要 領に 定めて います 。  

また、 定期的 に緊 急事 態模擬 訓練を 実施 して います 。  

 

（５）内部監査の実施及びその管理の状況の確認 

各部署 に対し 定期 的に 内部監 査を実 施し 、不 具合要 因 の 発 見 と 是 正 に 努 め て い ま す 。 

 

（６）輸送の安全に係る文書の整備・管理 

当社安 全管理 規程 にお いて 、管 理すべ き記 録 等と保 存期限 を定 め 、適切に 管理し てい

ます。  
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（７）事業の実施及びその管理の改善に関する事項 

安全管 理シス テム の機 能の有 効性を 確認 する ため 、安 全に関 する 目 標の達 成状況 、安

全監査 の結果 等の 情報 を基に 半期ご とに マネ ジメン トレビ ュー を行 い、改 善に向 けた 検

討を行 いまし た。  

 

（8）輸送の安全の状況に関する総括的な評価 

2024 年 4 月 から 2025 年 9 月の間 の安全 目標 に対す る達成 状況 及び 取り組 みの実 施状

況は以 下のと おり です 。 

安全指 標  目標値  実績値  

規程類 の最新 性の 計画 的確認 の実施  100％  100％  

航空事 故・重 大イ ンシ デント 件数  0 件  0 件  

ヒヤリ ハット 情報 の収 集の推 進  
運航部 14 件  

整備部 10 件  

運航部 16 件  

整備部 10 件  

   2024 年 4 月 か ら 2025 年 9 月 の間 に 安全上 のトラ ブル はな く、航空 機の運 航は 正 常に

行われ ました 。こ れか らも社 員一人 一人 が安 全に対 して気 を緩 める ことの ない雰 囲気 を

持った 社風を 維持 して いくと ともに 、安 全管 理体制 を適正 に維 持し つつ引 き続き 努力 し

ていく 所存で す。  

 

（9）全社的な安全指標、安全に関する各部門における具体的な取り組み目標等の事項 

ａ ２０2５年度の安全指標 

安全指 標  目標値  

航空事 故・重 大イ ンシ デント 件数  0 件  

ヒヤリ ハット 情報 の収 集の推 進  15 件  

 


